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税相だより
第 222 号
令和 3年 8月 1日
税 相 だ よ り
発 行 協 力 会

北九州市小倉北区
　　　　 紺屋町13 - 1

毎日西部会館4F
TEL 5 3 1 - 2 4 3 1

税相だより
― 案ずるよりはまず相談 ―

https://zeisou.net/

旧門司税関

北九州商工会議所管内税務相談所所在地

門司税務相談所 門 司 区 栄 町 2 番 3 号 ニ ッ チ ク ビ ル 3 階

小倉税務相談所 小倉北区紺屋町 13 番 1 号毎日西部会館 4 階

小倉南税務相談所 小倉南区下城野1丁目9番18号KM第5ビル3階

若松税務相談所 若松区本町 3丁目11番 1号ベイサイドプラザ若松本館 4階

八幡税務相談所 八幡東区西本町４丁目１番１号 さわらびガーデンモール八幡１番街２階

八幡西税務相談所 八 幡 西 区 八 枝 3 丁 目 7 番 19 号

旧門司税関は明治42年（1909）に門司税関が発足したのを契機に、明治45年（1912）に
煉瓦造り瓦葺2階建構造で建設されたものです。昭和初期までは、税関庁舎として使用さ
れていました。平成6年に北九州市が赤煉瓦を特注し、建物の復元を行いました。
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※　適格請求書発行事業者は、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となった場合であっても免税事業者
にはならず、消費税及び地方消費税の申告義務が生じますのでご注意ください。
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（所　　　　属）

本部長

本部長補佐

小倉税務相談所

小倉南税務相談所

八幡税務相談所

八幡西税務相談所

若松税務相談所

6月に下記の税務相談所で専担税理士が

交代いたしました。よろしくお願いします。

（氏　　　　名）

税理士

税理士

税理士

税理士

税理士

税理士

税理士

中 邑 和 稔

野 村 真 宏

野 村 真 宏

落 合 　 弘

木 村 　 聡

中 山 　 淳

仁 部 義 宏

なか かず としむら

に よし ひろぶ

の まさ ひろむら

の まさ ひろむら

おち ひろむあい

き さとしむら

なか じゅんやま


